
JP 6043105 B2 2016.12.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　納入先住所で特定される１つの納入先に関連付けられる複数の納入場所別の納入場所識
別情報のコードデータを含み、納入先現地の納入場所それぞれに設置される納入場所識別
ラベルと、
　配達員が所持する携帯端末と、
　前記納入先への出荷依頼のあった荷物の納入管理を行うサーバと、を含み、
　前記携帯端末は、
　前記出荷依頼に関する荷物の納入先住所及び前記納入場所識別情報を含む納入依頼情報
を記憶する記憶部と、
　コードデータを読み取るデータ読み取り部と、
　前記配達員が納入先現地の納入場所で読み取ったコードデータの前記納入場所識別情報
と、前記納入依頼情報の納入場所識別情報とをマッチングして前記荷物の誤納入を判定す
る制御部と、を備え、
　前記制御部は、誤納入と判定された場合に、前記携帯端末に所定の動作を行わせる誤納
入警告処理を遂行するとともに、
　前記携帯端末は、現在位置の座標情報を取得するＧＰＳ制御部を備えるとともに、前記
納入依頼情報が、前記納入先住所に対応する位置情報を含んでおり、
　前記制御部は、納入先現地に到着した前記配達員の位置情報と、前記納入依頼情報の前
記納入先住所に対応する位置情報とをマッチングする第１マッチング処理と、前記納入場
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所識別情報を用いた第２マッチング処理とを遂行し、前記第１マッチング処理及び第２マ
ッチング処理のいずれか一方がマッチングしないと判別された場合に、誤納入と判定する
ことを特徴とする納入管理システム。
【請求項２】
　前記納入依頼情報は、前記荷物別に割り当てられる識別ＩＤと前記納入先住所及び前記
納入場所識別情報が関連付けられており、
　前記制御部は、
　納入先現地において前記荷物の識別ＩＤを含む第１コードデータが印字された出荷依頼
書から読み取った前記第１コードデータの前記識別ＩＤに基づいて前記納入依頼情報の納
入場所識別情報を特定し、前記配達員が納入先現地の納入場所で読み取ったコードデータ
の前記納入場所識別情報と、特定された前記納入依頼情報の納入場所識別情報とをマッチ
ングして前記荷物の誤納入を判定する第１誤納入判定処理と、
　前記第１誤納入判定処理の結果、誤納入ではないと判定された場合に、前記出荷依頼書
とは個別に前記荷物に貼り付けられ、前記識別ＩＤを含む第２コードデータが印字された
荷札ラベルの前記第２コードデータの前記識別ＩＤに基づいて前記納入依頼情報の納入場
所識別情報を特定し、前記配達員が納入先現地の納入場所で読み取ったコードデータの前
記納入場所識別情報と、特定された前記納入依頼情報の納入場所識別情報とをマッチング
して前記荷物の誤納入を判定する第２誤納入判定処理と、
　を遂行することを特徴とする請求項１記載の納入管理システム。
【請求項３】
　前記サーバは、前記携帯端末から受信する現在位置と、予め設定されている納入先まで
の走行ルートに対応する位置情報とをマッチングするルート管理制御を行うルート管理部
を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の納入管理システム。
【請求項４】
　納入先住所で特定される１つの納入先に関連付けられる複数の納入場所別の納入場所識
別情報のコードデータを含み、納入先現地の納入場所それぞれに設置される納入場所識別
ラベルと、
　配達員が所持する携帯端末と、
　前記納入先への出荷依頼のあった荷物の納入管理を行うサーバと、を含み、
　前記携帯端末は、
　前記出荷依頼に関する荷物の納入先住所及び前記納入場所識別情報を含む納入依頼情報
を記憶する記憶部と、
　コードデータを読み取るデータ読み取り部と、
　前記配達員が納入先現地の納入場所で読み取ったコードデータの前記納入場所識別情報
と、前記納入依頼情報の納入場所識別情報とをマッチングして前記荷物の誤納入を判定し
、誤納入と判定された場合に、前記携帯端末に所定の動作を行わせる誤納入警告処理を遂
行する制御部と、を備え、
　前記納入依頼情報は、前記荷物別に割り当てられる識別ＩＤと前記納入先住所及び前記
納入場所識別情報が関連付けられており、
　前記制御部は、
　納入先現地において前記荷物の識別ＩＤを含む第１コードデータが印字された出荷依頼
書から読み取った前記第１コードデータの前記識別ＩＤに基づいて前記納入依頼情報の納
入場所識別情報を特定し、前記配達員が納入先現地の納入場所で読み取ったコードデータ
の前記納入場所識別情報と、特定された前記納入依頼情報の納入場所識別情報とをマッチ
ングして前記荷物の誤納入を判定する第１誤納入判定処理と、
　前記第１誤納入判定処理の結果、誤納入ではないと判定された場合に、前記出荷依頼書
とは個別に前記荷物に貼り付けられ、前記識別ＩＤを含む第２コードデータが印字された
荷札ラベルの前記第２コードデータの前記識別ＩＤに基づいて前記納入依頼情報の納入場
所識別情報を特定し、前記配達員が納入先現地の納入場所で読み取ったコードデータの前
記納入場所識別情報と、特定された前記納入依頼情報の納入場所識別情報とをマッチング
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して前記荷物の誤納入を判定する第２誤納入判定処理と、
　を遂行することを特徴とする納入管理システム。
【請求項５】
　納入先住所で特定される１つの納入先に関連付けられる複数の納入場所別の納入場所識
別情報のコードデータを含み、納入先現地の納入場所それぞれに設置される納入場所識別
ラベルと、
　配達員が所持する携帯端末と、
　前記納入先への出荷依頼のあった荷物の納入管理を行うサーバと、を含み、
　前記携帯端末は、
　前記出荷依頼に関する荷物の納入先住所及び前記納入場所識別情報を含む納入依頼情報
を記憶する記憶部と、
　コードデータを読み取るデータ読み取り部と、
　前記配達員が納入先現地の納入場所で読み取ったコードデータの前記納入場所識別情報
と、前記納入依頼情報の納入場所識別情報とをマッチングして前記荷物の誤納入を判定し
、誤納入と判定された場合に、前記携帯端末に所定の動作を行わせる誤納入警告処理を遂
行する制御部と、
　現在位置の座標情報を取得するＧＰＳ制御部と、を備え、
　前記サーバは、前記携帯端末から受信する現在位置と、予め設定されている納入先まで
の走行ルートに対応する位置情報とをマッチングするルート管理制御を行うルート管理部
を有することを特徴とする納入管理システム。
【請求項６】
　納入先住所で特定される１つの納入先に関連付けられる複数の納入場所別の納入場所識
別情報のコードデータを含み、納入先現地の納入場所それぞれに設置される納入場所識別
ラベルと、
　配達員が所持する携帯端末と、
　前記納入先への出荷依頼のあった荷物の納入管理を行うサーバと、を含み、
　前記携帯端末は、
　現在位置の座標情報を取得するＧＰＳ制御部と、
　納入先現地において前記荷物の識別ＩＤを含む第１コードデータが印字された出荷依頼
書の前記第１コードデータ又は前記出荷依頼書とは個別に前記荷物に貼り付けられ、前記
識別ＩＤを含む第２コードデータが印字された荷札ラベルの前記第２コードデータと、前
記納入場所識別情報の第３コードデータとを読み取るデータ読み取り部と、
　前記配達員が納入先現地で読み取った前記第１コードデータ又は第２コードデータの前
記荷物の識別ＩＤと、前記第３コードデータの前記納入場所識別情報と、前記現在位置の
座標情報とを含む誤納入判定メッセージを生成して前記サーバに送信する制御部と、
　を備え、
　前記サーバは、
　前記荷物別に前記識別ＩＤ、納入先住所及び前記納入場所識別情報を含む納入依頼情報
を記憶する記憶部と、
　前記携帯端末から前記誤納入判定メッセージを受信した場合に、受信した前記配達員が
納入先現地の納入場所で読み取った第３コードデータの前記納入場所識別情報と、前記記
憶部の納入依頼情報の納入場所識別情報とをマッチングして前記荷物の誤納入を判定し、
誤納入と判定された場合に、前記携帯端末に所定の動作を行わせるための誤納入警告メッ
セージを前記携帯端末に送信する納入管理部と、を備え、
　前記納入依頼情報は、前記納入先住所に対応する位置情報を含んでおり、
　前記納入管理部は、納入先現地に到着した前記配達員の位置情報と、前記納入依頼情報
の前記納入先住所に対応する位置情報とをマッチングする第１マッチング処理と、前記納
入場所識別情報を用いた第２マッチング処理とを遂行し、前記第１マッチング処理及び第
２マッチング処理のいずれか一方がマッチングしないと判別された場合に、誤納入と判定
することを特徴とする納入管理システム。
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【請求項７】
　納入先住所で特定される１つの納入先に関連付けられる複数の納入場所別の納入場所識
別情報のコードデータを含み、納入先現地の納入場所それぞれに設置される納入場所識別
ラベルと、
　配達員が所持する携帯端末と、
　前記納入先への出荷依頼のあった荷物の納入管理を行うサーバと、を含み、
　前記携帯端末は、
　納入先現地において前記荷物の識別ＩＤを含む第１コードデータが印字された出荷依頼
書の前記第１コードデータ、前記出荷依頼書とは個別に前記荷物に貼り付けられ、前記識
別ＩＤを含む第２コードデータが印字された荷札ラベルの前記第２コードデータ、及び前
記納入場所識別情報の第３コードデータを読み取るデータ読み取り部と、
　前記配達員が納入先現地で読み取った前記第１コードデータの識別ＩＤと前記第３コー
ドデータの前記納入場所識別情報とを含む誤納入判定メッセージ、及び前記配達員が納入
先現地で読み取った前記第２コードデータの識別ＩＤと前記第３コードデータの前記納入
場所識別情報とを含む誤納入判定メッセージをそれぞれ生成して前記サーバに送信する制
御部と、を備え、
　前記サーバは、
　前記荷物別に前記識別ＩＤ、納入先住所及び前記納入場所識別情報を含む納入依頼情報
を記憶する記憶部と、
　前記携帯端末から前記誤納入判定メッセージを受信した場合に、受信した前記配達員が
納入先現地の納入場所で読み取った第３コードデータの前記納入場所識別情報と、前記記
憶部の納入依頼情報の納入場所識別情報とをマッチングして前記荷物の誤納入を判定し、
誤納入と判定された場合に、前記携帯端末に所定の動作を行わせるための誤納入警告メッ
セージを前記携帯端末に送信する前記納入管理部と、を備え、
　前記納入管理部は、
　前記出荷依頼書から読み取った前記第１コードデータの前記識別ＩＤに基づいて前記納
入依頼情報の納入場所識別情報を特定し、前記第３コードデータの前記納入場所識別情報
と、特定された前記納入依頼情報の納入場所識別情報とをマッチングして前記荷物の誤納
入を判定する第１誤納入判定処理と、
　前記第１誤納入判定処理の結果、誤納入ではないと判定された場合に、荷札ラベルから
読み取った前記第２コードデータの前記識別ＩＤに基づいて前記納入依頼情報の納入場所
識別情報を特定し、前記第３コードデータの前記納入場所識別情報と、特定された前記納
入依頼情報の納入場所識別情報とをマッチングして前記荷物の誤納入を判定する第２誤納
入判定処理と、
　を遂行することを特徴とする納入管理システム。
【請求項８】
　納入先住所で特定される１つの納入先に関連付けられる複数の納入場所別の納入場所識
別情報のコードデータを含み、納入先現地の納入場所それぞれに設置される納入場所識別
ラベルと、
　配達員が所持する携帯端末と、
　前記納入先への出荷依頼のあった荷物の納入管理を行うサーバと、を含み、
　前記携帯端末は、
　現在位置の座標情報を取得するＧＰＳ制御部と、
　納入先現地において前記荷物の識別ＩＤを含む第１コードデータが印字された出荷依頼
書の前記第１コードデータ又は前記出荷依頼書とは個別に前記荷物に貼り付けられ、前記
識別ＩＤを含む第２コードデータが印字された荷札ラベルの前記第２コードデータと、前
記納入場所識別情報の第３コードデータとを読み取るデータ読み取り部と、
　前記配達員が納入先現地で読み取った前記第１コードデータ又は第２コードデータの前
記荷物の識別ＩＤと、前記第３コードデータの前記納入場所識別情報と、前記現在位置の
座標情報とを含む誤納入判定メッセージを生成して前記サーバに送信する制御部と、を備
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え、
　前記サーバは、
　前記荷物別に前記識別ＩＤ、納入先住所及び前記納入場所識別情報を含む納入依頼情報
を記憶する記憶部と、
　前記携帯端末から前記誤納入判定メッセージを受信した場合に、受信した前記配達員が
納入先現地の納入場所で読み取った第３コードデータの前記納入場所識別情報と、前記記
憶部の納入依頼情報の納入場所識別情報とをマッチングして前記荷物の誤納入を判定し、
誤納入と判定された場合に、前記携帯端末に所定の動作を行わせるための誤納入警告メッ
セージを前記携帯端末に送信する納入管理部と、
　前記携帯端末から受信する現在位置と、予め設定されている納入先までの走行ルートに
対応する位置情報とをマッチングするルート管理制御を行うルート管理部と、
　を備えることを特徴とする納入管理システム。
【請求項９】
　納入先住所で特定される１つの納入先に関連付けられる複数の納入場所別の納入場所識
別情報のコードデータを含み、納入先現地の納入場所それぞれに設置される納入場所識別
ラベルと、配達員が所持する携帯端末と、前記納入先への出荷依頼のあった荷物の納入管
理を行うサーバと、を含んで構成される納入管理システムおける前記携帯端末によって実
行されるプログラムであって、
　前記出荷依頼に関する荷物の納入先住所及び前記納入場所識別情報を含む納入依頼情報
を記憶する機能と、
　前記携帯端末が備えるスキャナ部を通じて前記配達員が納入先現地の納入場所で読み取
ったコードデータの前記納入場所識別情報と、前記納入依頼情報の納入場所識別情報とを
マッチングして前記荷物の誤納入を判定する機能と、
　誤納入と判定された場合に、前記携帯端末に誤納入警告のための所定の動作を行わせる
機能と、
　現在位置の座標情報を取得する機能と、を含み、
　前記納入依頼情報は、前記納入先住所に対応する位置情報を含んでおり、
　前記荷物の誤納入を判定する機能は、納入先現地に到着した前記配達員の位置情報と、
前記納入依頼情報の前記納入先住所に対応する位置情報とをマッチングする第１マッチン
グ処理と、前記納入場所識別情報を用いた第２マッチング処理とを遂行し、前記第１マッ
チング処理及び第２マッチング処理のいずれか一方がマッチングしないと判別された場合
に、誤納入と判定することを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、荷物の納入管理システムに関し、特に、配達員の位置情報と納入先の位置情
報とのマッチングでは判別し難い複数の各納入先への誤納入を防止する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１のように、配達員の位置情報と配達先の住所等の位置情報とを比較し
、位置情報がマッチングしない場合には、配達員が携帯するＧＰＳ機能を備えた端末装置
を介して、配達員に警告することで、誤配送を防止していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２１９１８１号公報
【特許文献２】特開平９－６７０００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　しかしながら、例えば、同じ住所や同じエリアに対して複数の配達先がある場合、異な
る配達先であっても配達員の位置情報が配達先の住所等の位置情報とマッチングしてしま
うため、荷物の誤配を適切に防止することができない。
【０００５】
　そこで、本発明は、配達員及び納入先の各位置情報では判別し難い複数の各納入先に対
する誤納入を適切に防止する機能を備えた納入管理システムを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本願請求項１に係る発明の納入管理システムは、納入先住所で特定される１つの納入先
に関連付けられる複数の納入場所別の納入場所識別情報のコードデータを含み、納入先現
地の納入場所それぞれに設置される納入場所識別ラベルと、配達員が所持する携帯端末と
、納入先への出荷依頼のあった荷物の納入管理を行うサーバと、を含んで構成される。携
帯端末は、出荷依頼に関する荷物の納入先住所及び納入場所識別情報を含む納入依頼情報
を記憶する記憶部と、コードデータを読み取るデータ読み取り部と、荷物の誤納入を判定
する制御部とを備える。制御部は、配達員が納入先現地の納入場所で読み取ったコードデ
ータの納入場所識別情報と、記憶部に記憶されている納入依頼情報の納入場所識別情報と
をマッチングして誤納入を判定するとともに、誤納入と判定された場合に、携帯端末に所
定の動作を行わせる誤納入警告処理を遂行する。
【０００７】
　そして、携帯端末は、現在位置の座標情報を取得するＧＰＳ制御部を備えることができ
、納入依頼情報は納入先住所に対応する位置情報を含むように構成することができる。こ
のとき、制御部は、納入先現地に到着した配達員の位置情報と、納入依頼情報の納入先住
所に対応する位置情報とをマッチングする第１マッチング処理と、納入場所識別情報を用
いた第２マッチング処理とを遂行し、第１マッチング処理及び第２マッチング処理のいず
れか一方がマッチングしないと判別された場合に、誤納入と判定することができる。
【０００８】
　本願請求項１に係る発明によれば、納入先住所で特定される１つの納入先に対して複数
の納入場所がある場合でも、納入先現地の各納入場所に事前に設置されている納入場所識
別情報を配達員が読み取り、納入先現地で読み取られた納入場所識別情報を用いて誤納入
判定を行うので、配達員の現在位置では判別し難い同じ住所や同じエリア、同じ建物等に
複数の納入場所がある納入先に対して誤納入を適切に防止することができる。そして、納
入先現地で読み取られた納入場所識別情報を用いた誤納入判定とともに、配達員の現在位
置と納入先住所に対応する位置情報とのマッチングすることで誤納入を判定できるので、
納入先に対して誤納入をさらに適切に防止することができる。
【０００９】
　また、本願請求項２に係る発明において、納入依頼情報は、荷物別に割り当てられる識
別ＩＤと納入先住所及び納入場所識別情報が関連付けられて記憶することができる。そし
て、制御部は、納入先現地において荷物の識別ＩＤを含む第１コードデータが印字された
出荷依頼書から読み取った第１コードデータの識別ＩＤに基づいて納入依頼情報の納入場
所識別情報を特定し、配達員が納入先現地の納入場所で読み取ったコードデータの納入場
所識別情報と、特定された納入依頼情報の納入場所識別情報とをマッチングして荷物の誤
納入を判定する第１誤納入判定処理と、第１誤納入判定処理の結果、誤納入ではないと判
定された場合に、出荷依頼書とは個別に荷物に貼り付けられ、識別ＩＤを含む第２コード
データが印字された荷札ラベルの第２コードデータの識別ＩＤに基づいて納入依頼情報の
納入場所識別情報を特定し、配達員が納入先現地の納入場所で読み取ったコードデータの
納入場所識別情報と、特定された納入依頼情報の納入場所識別情報とをマッチングして荷
物の誤納入を判定する第２誤納入判定処理と、を遂行することができる。本願請求項２に
係る発明によれば、納入先現地に到着した際の出荷依頼書を用いた第１誤納入判定処理に
より荷卸前に誤納入の注意を促して納入作業の効率化を図ることができるとともに、荷札
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ラベルに基づいた荷卸の際の第２誤納入判定処理により、各荷物が指定された納入場所に
納入されていることを確認しながらの荷卸となるので、誤納入を適切に防止することがで
きる。
　また、本願請求項３に係る発明において、サーバは、携帯端末から受信する現在位置と
、予め設定されている納入先までの走行ルートに対応する位置情報とをマッチングするル
ート管理制御を行うルート管理部を有するように構成することができる。
【００１０】
　本願請求項４に係る発明の納入管理システムは、納入先住所で特定される１つの納入先
に関連付けられる複数の納入場所別の納入場所識別情報のコードデータを含み、納入先現
地の納入場所それぞれに設置される納入場所識別ラベルと、配達員が所持する携帯端末と
、納入先への出荷依頼のあった荷物の納入管理を行うサーバと、を含んで構成される。携
帯端末は、出荷依頼に関する荷物の納入先住所及び納入場所識別情報を含む納入依頼情報
を記憶する記憶部と、コードデータを読み取るデータ読み取り部と、荷物の誤納入を判定
する制御部とを備える。制御部は、配達員が納入先現地の納入場所で読み取ったコードデ
ータの納入場所識別情報と、記憶部に記憶されている納入依頼情報の納入場所識別情報と
をマッチングして誤納入を判定するとともに、誤納入と判定された場合に、携帯端末に所
定の動作を行わせる誤納入警告処理を遂行する。そして、納入依頼情報は、荷物別に割り
当てられる識別ＩＤと納入先住所及び納入場所識別情報が関連付けられて記憶することが
できる。このとき、制御部は、納入先現地において荷物の識別ＩＤを含む第１コードデー
タが印字された出荷依頼書から読み取った第１コードデータの識別ＩＤに基づいて納入依
頼情報の納入場所識別情報を特定し、配達員が納入先現地の納入場所で読み取ったコード
データの納入場所識別情報と、特定された納入依頼情報の納入場所識別情報とをマッチン
グして荷物の誤納入を判定する第１誤納入判定処理と、第１誤納入判定処理の結果、誤納
入ではないと判定された場合に、出荷依頼書とは個別に荷物に貼り付けられ、識別ＩＤを
含む第２コードデータが印字された荷札ラベルの第２コードデータの識別ＩＤに基づいて
納入依頼情報の納入場所識別情報を特定し、配達員が納入先現地の納入場所で読み取った
コードデータの納入場所識別情報と、特定された納入依頼情報の納入場所識別情報とをマ
ッチングして荷物の誤納入を判定する第２誤納入判定処理と、を遂行することができる。
【００１１】
　本願請求項５に係る発明の納入管理システムは、納入先住所で特定される１つの納入先
に関連付けられる複数の納入場所別の納入場所識別情報のコードデータを含み、納入先現
地の納入場所それぞれに設置される納入場所識別ラベルと、配達員が所持する携帯端末と
、納入先への出荷依頼のあった荷物の納入管理を行うサーバと、を含んで構成される。携
帯端末は、出荷依頼に関する荷物の納入先住所及び納入場所識別情報を含む納入依頼情報
を記憶する記憶部と、コードデータを読み取るデータ読み取り部と、荷物の誤納入を判定
する制御部とを備える。制御部は、配達員が納入先現地の納入場所で読み取ったコードデ
ータの納入場所識別情報と、記憶部に記憶されている納入依頼情報の納入場所識別情報と
をマッチングして誤納入を判定するとともに、誤納入と判定された場合に、携帯端末に所
定の動作を行わせる誤納入警告処理を遂行する。そして、サーバは、携帯端末から受信す
る現在位置と、予め設定されている納入先までの走行ルートに対応する位置情報とをマッ
チングするルート管理制御を行うルート管理部を有するように構成することができる。
【００１２】
　本願請求項６に係る発明の納入管理システムは、納入先住所で特定される１つの納入先
に関連付けられる複数の納入場所別の納入場所識別情報のコードデータを含み、納入先現
地の納入場所それぞれに設置される納入場所識別ラベルと、配達員が所持する携帯端末と
、納入先への出荷依頼のあった荷物の納入管理を行うサーバと、を含んで構成される。携
帯端末は、現在位置の座標情報を取得するＧＰＳ制御部と、納入先現地において前記荷物
の識別ＩＤを含む第１コードデータが印字された出荷依頼書の第１コードデータ又は出荷
依頼書とは個別に荷物に貼り付けられ、識別ＩＤを含む第２コードデータが印字された荷
札ラベルの第２コードデータと、納入場所識別情報の第３コードデータとを読み取るデー
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タ読み取り部と、配達員が納入先現地で読み取った第１コードデータ又は第２コードデー
タの荷物の識別ＩＤと、第３コードデータの納入場所識別情報と、現在位置の座標情報と
を含む誤納入判定メッセージを生成してサーバに送信する制御部と、を備えることができ
る。荷物別に識別ＩＤ、納入先住所及び納入場所識別情報を含む納入依頼情報を記憶する
記憶部と、携帯端末から誤納入判定メッセージを受信した場合に、受信した配達員が納入
先現地の納入場所で読み取った第３コードデータの納入場所識別情報と、記憶部の納入依
頼情報の納入場所識別情報とをマッチングして荷物の誤納入を判定し、誤納入と判定され
た場合に、携帯端末に所定の動作を行わせるための誤納入警告メッセージを携帯端末に送
信する納入管理部と、を備えることができる。ここで、納入依頼情報は、納入先住所に対
応する位置情報を含むように構成することができ、納入管理部は、納入先現地に到着した
配達員の位置情報と、納入依頼情報の納入先住所に対応する位置情報とをマッチングする
第１マッチング処理と、納入場所識別情報を用いた第２マッチング処理とを遂行し、第１
マッチング処理及び第２マッチング処理のいずれか一方がマッチングしないと判別された
場合に、誤納入と判定することができる。本願請求項６に係る発明によれば、本願請求項
１に係る発明と同様の効果を得ることができる。
【００１３】
　本願請求項７に係る発明の納入管理システムは、納入先住所で特定される１つの納入先
に関連付けられる複数の納入場所別の納入場所識別情報のコードデータを含み、納入先現
地の納入場所それぞれに設置される納入場所識別ラベルと、配達員が所持する携帯端末と
、納入先への出荷依頼のあった荷物の納入管理を行うサーバと、を含んで構成される。携
帯端末は、納入先現地において荷物の識別ＩＤを含む第１コードデータが印字された出荷
依頼書の第１コードデータ、出荷依頼書とは個別に荷物に貼り付けられ、識別ＩＤを含む
第２コードデータが印字された荷札ラベルの第２コードデータ、及び納入場所識別情報の
第３コードデータを読み取るデータ読み取り部と、配達員が納入先現地で読み取った第１
コードデータの識別ＩＤと第３コードデータの納入場所識別情報とを含む誤納入判定メッ
セージ、及び配達員が納入先現地で読み取った第２コードデータの識別ＩＤと第３コード
データの納入場所識別情報とを含む誤納入判定メッセージをそれぞれ生成してサーバに送
信する制御部と、を備える。サーバは、荷物別に識別ＩＤ、納入先住所及び納入場所識別
情報を含む納入依頼情報を記憶する記憶部と、携帯端末から誤納入判定メッセージを受信
した場合に、受信した配達員が納入先現地の納入場所で読み取った第３コードデータの納
入場所識別情報と、記憶部の納入依頼情報の納入場所識別情報とをマッチングして荷物の
誤納入を判定し、誤納入と判定された場合に、携帯端末に所定の動作を行わせるための誤
納入警告メッセージを携帯端末に送信する前記納入管理部と、を備える。そして、納入管
理部は、出荷依頼書から読み取った第１コードデータの識別ＩＤに基づいて納入依頼情報
の納入場所識別情報を特定し、第３コードデータの納入場所識別情報と、特定された納入
依頼情報の納入場所識別情報とをマッチングして荷物の誤納入を判定する第１誤納入判定
処理と、第１誤納入判定処理の結果、誤納入ではないと判定された場合に、荷札ラベルか
ら読み取った第２コードデータの識別ＩＤに基づいて納入依頼情報の納入場所識別情報を
特定し、第３コードデータの納入場所識別情報と、特定された納入依頼情報の納入場所識
別情報とをマッチングして荷物の誤納入を判定する第２誤納入判定処理と、を遂行するこ
とができる。
【００１４】
　本願請求項８に係る発明の納入管理システムは、納入先住所で特定される１つの納入先
に関連付けられる複数の納入場所別の納入場所識別情報のコードデータを含み、納入先現
地の納入場所それぞれに設置される納入場所識別ラベルと、配達員が所持する携帯端末と
、納入先への出荷依頼のあった荷物の納入管理を行うサーバと、を含んで構成される。携
帯端末は、現在位置の座標情報を取得するＧＰＳ制御部と、納入先現地において荷物の識
別ＩＤを含む第１コードデータが印字された出荷依頼書の前記第１コードデータ又は出荷
依頼書とは個別に荷物に貼り付けられ、識別ＩＤを含む第２コードデータが印字された荷
札ラベルの第２コードデータと、納入場所識別情報の第３コードデータとを読み取るデー
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タ読み取り部と、配達員が納入先現地で読み取った第１コードデータ又は第２コードデー
タの荷物の識別ＩＤと、第３コードデータの納入場所識別情報と、現在位置の座標情報と
を含む誤納入判定メッセージを生成してサーバに送信する制御部と、を備える。サーバは
、荷物別に識別ＩＤ、納入先住所及び納入場所識別情報を含む納入依頼情報を記憶する記
憶部と、携帯端末から誤納入判定メッセージを受信した場合に、受信した配達員が納入先
現地の納入場所で読み取った第３コードデータの納入場所識別情報と、記憶部の納入依頼
情報の納入場所識別情報とをマッチングして荷物の誤納入を判定し、誤納入と判定された
場合に、携帯端末に所定の動作を行わせるための誤納入警告メッセージを前記携帯端末に
送信する納入管理部と、携帯端末から受信する現在位置と、予め設定されている納入先ま
での走行ルートに対応する位置情報とをマッチングするルート管理制御を行うルート管理
部と、を備えることができる。
【００１５】
　本願請求項９に係る発明のプログラムは、納入先住所で特定される１つの納入先に関連
付けられる複数の納入場所別の納入場所識別情報のコードデータを含み、納入先現地の納
入場所それぞれに設置される納入場所識別ラベルと、配達員が所持する携帯端末と、納入
先への出荷依頼のあった荷物の納入管理を行うサーバと、を含んで構成される納入管理シ
ステムおける携帯端末によって実行されるプログラムである。本プログラムは、出荷依頼
に関する荷物の納入先住所及び納入場所識別情報を含む納入依頼情報を記憶する機能と、
携帯端末が備えるスキャナ部を通じて配達員が納入先現地の納入場所で読み取ったコード
データの納入場所識別情報と、納入依頼情報の納入場所識別情報とをマッチングして荷物
の誤納入を判定する機能と、誤納入と判定された場合に携帯端末に誤納入警告のための所
定の動作を行わせる機能と、現在位置の座標情報を取得する機能と、を含む。このとき、
納入依頼情報は、納入先住所に対応する位置情報を含むように構成することができる。そ
して、上記荷物の誤納入を判定する機能は、納入先現地に到着した配達員の位置情報と、
納入依頼情報の納入先住所に対応する位置情報とをマッチングする第１マッチング処理と
、納入場所識別情報を用いた第２マッチング処理とを遂行し、第１マッチング処理及び第
２マッチング処理のいずれか一方がマッチングしないと判別された場合に、誤納入と判定
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１実施形態の納入管理システムのシステム概略図である。
【図２】第１実施形態の納入管理システムのシステム構成及び構成ブロック図である。
【図３】第１実施形態の納入管理サーバの各種情報の一例を示す図である。
【図４】第１実施形態の携帯端末に記憶される情報の一例を示す図である。
【図５】第１実施形態の誤納入防止方法を説明するための図である。
【図６】第１実施形態の納入場所ＩＤの出力処理フローの一例を示す図である。
【図７】第１実施形態の出荷依頼書及び荷札ラベルの出力処理フローの一例を示す図であ
る。
【図８】第１実施形態の出荷受付及び積荷における納入管理システムの処理フローの一例
を示す図である。
【図９】第１実施形態の納入先での納入管理システムの処理フローの一例を示す図である
。
【図１０】図９の変形例を示す図である。
【図１１】第２実施形態の納入管理システムのシステム構成及び構成ブロック図である。
【図１２】第２実施形態の走行ルート管理の一例を示す図である。
【図１３】第２実施形態の走行ルート管理処理フローの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、実施形態につき、図面を参照して説明する。
【００１８】
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　本発明の納入管理システムは、荷主から配達依頼を受けた荷物を納入先（届け先）に配
達する納入管理を行うとともに、配達依頼を受けた荷物を配達員が納入先住所と異なる場
所に配達する誤納入を未然に防止する。特に、本発明の納入管理システムは、配達員の位
置情報と納入先の位置情報とのマッチングでは判別し難い複数の各納入先への誤納入を防
止する。
【００１９】
（第１実施形態）
　図１から図９は、第１実施形態を示す図である。図１は、納入管理システム１の概略図
である。納入管理システム１は、互いにインターネット等のネットワークで接続される納
入管理サーバ１００と携帯端末２００とを含んで構成される。
【００２０】
　出荷拠点から納入先に荷物を配達する際、同じ住所や同じ区画、敷地内に点在する複数
の納入先に荷物を配達したり、同じ建物の複数の搬入場所に各荷物を配達する場合がある
。
【００２１】
　例えば、図１に示すように、同じ住所で区画される敷地内に複数の建物が存在する場合
がある。この場合、建物同士が隣接していると、納入先住所に対応する位置情報が複数の
建物同士で同じになるため、配達員の現在位置を建物毎に識別することが難しい。このた
め、納入先の位置情報と配達員の現在位置とをマッチングしても、誤納入を適切に防ぐこ
とができない。
【００２２】
　また、１つの建物に複数の搬入場所（複数階の建物の階毎の複数の搬入場所を含む）が
設けられている場合も、納入先住所に対応する位置情報が複数の搬入場所同士で同じにな
るため、配達員の現在位置を搬入場所毎に識別することができない。この場合も同様に、
納入先の位置情報と配達員の現在位置とをマッチングしても、誤納入を適切に防ぐことが
できない。
【００２３】
　このように納入先の住所等に対応する所定のエリア内に、配達員の位置情報（緯度，経
度）が含まれれば、配達員の位置情報が納入先の住所等の位置情報とマッチングしてしま
うため、エリア内に複数の納入先がある場合や１つの建物に複数の搬入場所（納入先）が
ある場合、納入先現地の配達員の現在位置で誤納入を適切に判定することができない。
【００２４】
　そこで、本実施形態の納入管理システム１は、予め現地納入先に納入場所識別ＩＤを設
置しておき、配達員が納入先に到着した際の現在位置を用いたマッチングに加えて又は代
えて、納入先現地で取得（スキャン）した納入場所識別ＩＤを用いたマッチングを行うこ
とで、配達員の位置情報だけでは判別し難い同じ住所や同じ区画、敷地内に点在する複数
の納入先や同じ建物に設けられる複数の搬入場所それぞれへの誤納入を適切に防止する。
【００２５】
　図２は、納入管理システム１のシステム構成及び構成ブロック図である。納入管理サー
バ１００は、依頼主端末４００や出荷拠点に設けられた出荷拠点端末４１０及び配達員が
携帯する携帯端末２００との間の接続制御及びデータ通信制御を行う通信制御部１１０、
納入管理サーバ１００全体の制御を司る制御部（ＣＰＵ）１２０及び記憶部１３０を含ん
で構成される。
【００２６】
　制御部１２０は、出荷依頼管理部１２０１、納入管理部１２０２、コードデータ生成部
１２０３を含んでいる。各部１２０１～１２０３は制御部１２０によって制御される。
【００２７】
　出荷依頼管理部１２０１は、依頼主端末４００からネットワークを経由して出荷依頼デ
ータを受信した場合、受信した各出荷依頼データ毎に記憶部１３０に記憶する。なお、出
荷依頼データは、依頼主（荷主）から電話やＦＡＸ等で受け付けることができる。この場
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合、納入管理サーバ１００に接続される操作端末３００から入力者が所定の画面（不図示
）を通じて受け付けた出荷依頼データを入力することができる。出荷依頼管理部１２０１
は、所定の画面を通じた出荷依頼データの入力制御及び記憶部１３０への記憶処理を行う
ことができる。
【００２８】
　図３は、記憶部１３０に記憶される各種データの一例を示す図であり、図３（ａ）は、
出荷依頼情報の一例である。図３に示すように、出荷依頼情報は、出荷依頼データ別のシ
ーケンス番号である依頼Ｎｏ、依頼日、依頼主、お届け先（納入先名称）、納入先ＩＤ、
納入場所、納入場所ＩＤ、品目、数量等を含んで構成されている。依頼Ｎｏは、出荷依頼
のあった荷物を識別するための識別ＩＤであり、複数の荷物に対しては、同じ識別ＩＤを
割り当てたり、荷物の種別毎に異なる識別ＩＤを割り当てることができる。
【００２９】
　納入管理部１２０２は、操作端末３００から入力される納入先管理情報の入力制御及び
記憶処理を制御する。図３（ｂ）は、納入先管理情報の一例である。納入先管理情報は、
依頼主から依頼された荷物の納入先に関する情報であり、納入先毎の識別ＩＤである納入
先ＩＤ、納入先名称、納入先住所、納入先住所に対応する位置情報（緯度，経度）、納入
場所及び納入場所ＩＤを含んで構成される。
【００３０】
　位置情報は、例えば、納入先住所に基づいて、所定の地図データから取得することがで
きる緯度情報と経度情報であり、納入管理部１２０２は、登録される納入先ＩＤ毎の住所
から地図データ上の緯度情報と経度情報を取得して記憶部１３０に記憶することができる
。また、操作端末３００から入力者が納入先住所に対応する緯度情報と経度情報を登録す
ることもできる。
【００３１】
　納入場所ＩＤは、納入場所毎に割り当てられる識別ＩＤであり、１つの納入先に対して
１つ又は複数の納入場所が関連付けられている。つまり、本実施形態では、納入先住所（
同じ敷地内や同じ建物）で特定される１つの納入先に対して１つ又は複数の納入場所が関
連付けられ、納入先ＩＤ毎に１つ又は複数の納入場所ＩＤが割り当てられて管理されてい
る。図３（ａ）に示した出荷依頼情報は、納入先ＩＤ、納入場所ＩＤ等を含んで構成され
、納入先管理情報と関連付けられている。
【００３２】
　納入先管理情報は、予め記憶部１３０に記憶することができる。例えば、出荷依頼デー
タを受信して出荷依頼情報を記憶部１３０に記憶する際、出荷依頼管理部１２０１は、出
荷依頼データに含まれる納入先住所や納入場所に基づいて、自動的に納入先管理情報との
マッチングを行い、対応する納入先管理情報の納入先ＩＤ及び納入場所ＩＤを含む出荷依
頼情報を生成して記憶部１３０に記憶することができる。また、操作端末３００から出荷
依頼データを入力する場合は、入力者は、出荷依頼データに含まれる納入先住所や納入場
所に基づいて、予め登録されている納入先管理情報から対応する納入先ＩＤ及び納入場所
ＩＤを選択して出荷依頼情報を登録することができる。
【００３３】
　また、納入管理部１２０２は、携帯端末２００から伝送される出荷依頼情報の取得要求
に基づいて、記憶部１３０に記憶されている出荷依頼情報のうち、該当する依頼Ｎｏに紐
付く出荷依頼情報を携帯端末２００に伝送（提供）する。例えば、携帯端末２００は、出
荷拠点で配達員が出荷依頼書による出荷受付（バーコードの読み込み）を行うと、納入管
理サーバ１００に出荷依頼情報の取得要求を送信する。納入管理部１２０２は、取得要求
に含まれる依頼Ｎｏに紐付く出荷依頼情報を記憶部１３０から抽出して携帯端末２００に
伝送することができる。携帯端末２００は、納入管理サーバ１００から出荷依頼書に対応
する出荷依頼の詳細情報（納入依頼情報）を取得することで、出荷依頼の受付を行うこと
ができる。
【００３４】
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　さらに、納入管理部１２０２は、出荷依頼管理部１２０１によって登録される出荷依頼
を納入先への納入完了まで管理することができる。具体的には、携帯端末２００との間で
データ通信を行い、配達員が出荷拠点での荷物の受付、積荷、納入先への出発、納入先へ
の到着、荷卸、荷卸完了までの各納入ステータスを管理する。
【００３５】
　図３（ｃ）は、納入管理情報の一例を示す図である。納入管理情報は、依頼Ｎｏ毎に出
荷状況（出荷済、未出荷）、納入状況（完、未納入）等のステータス情報を含んで構成す
ることができ、配達員が携帯端末２００から入力するステータス状況を受信し、納入管理
部１２０２は、記憶部１３０に記憶される納入管理情報を更新する。例えば、出荷拠点か
ら出発する際、納入先現地に到着した際、荷卸が完了した際などに、配達員は、携帯端末
２００から出発、到着、荷卸完了等のステータス状況を入力することができる。
【００３６】
　なお、納入管理情報は、例えば、出荷依頼情報と連動して生成されて記憶部１３０に記
憶することができる。出荷依頼管理部１２０１によって出荷依頼情報が記憶部１３０に記
憶される際に、納入管理部１２０２は、出荷依頼情報に含まれる依頼Ｎｏを用いて納入管
理情報を生成することができる。
【００３７】
　コードデータ生成部１２０３は、出荷依頼情報及び納入先管理情報に基づいて、出荷依
頼書及び荷札ラベルに印字される各種のコードデータを生成する。具体的には、出荷依頼
書に印字されるバーコード（第１コードデータ）と、荷札ラベルに印字される２次元バー
コード（第２コードデータ）それぞれを生成する。
【００３８】
　バーコードは、出荷依頼情報の少なくとも依頼Ｎｏを含むように構成することができる
。一方、２次元バーコード（例えば、ＱＲコード（登録商標））は、少なくとも依頼Ｎｏ
、依頼主、お届け先、位置情報、納入場所、納入場所ＩＤ、品目、数量を含むように構成
することができる。なお、バーコードは、依頼Ｎｏ以外にも納入先ＩＤや納入場所ＩＤな
どを含んでいてもよい。
【００３９】
　生成されたバーコード及び２次元バーコードは、出荷拠点に伝送され、出荷拠点で作成
される出荷依頼書及び荷札ラベルのそれぞれに印字される。出荷拠点端末４１０は、ネッ
トワークを介して納入管理サーバ１００から出荷依頼情報を受信するとともに、対応する
バーコード及び２次元バーコードを受信して所定の記憶部に記憶することができる。出荷
拠点端末４１０は、印字装置４２０（例えば、プリンター）でバーコードを含む出荷依頼
書を印字し、また２次元バーコードを含む荷札ラベルを印字して出力することができる。
【００４０】
　また、コードデータ生成部１２０３は、出荷依頼書及び荷札ラベルの各コードデータ以
外に、納入場所ＩＤを含むコードデータ（第３コードデータ）を生成する。納入場所ＩＤ
を含むコードデータは、例えば、２次元バーコードで生成することができ、納入先現地の
納入場所に貼られる納入場所識別シールに印字される。
【００４１】
　納入管理サーバ１００には、操作端末３００と共に印字装置３１０が接続され、例えば
、納入管理部１２０２が、コードデータ生成部１２０３によって生成された納入場所ＩＤ
を含むコードデータを印字装置３１０で印刷する制御を行うことができる。
【００４２】
　次に、配達員が携帯する携帯端末２００について説明する。本実施形態の携帯端末２０
０は、インターネット等のネットワークを介して納入管理サーバ１００との間の無線通信
制御を行う通信制御部２０１、各部全体の制御を司る制御部２０２、ＧＰＳ制御部２０３
、データ読み取り部２０４、スキャナ部２０５、表示部２０６、入力部２０７及び記憶部
２０８を含んで構成される。
【００４３】
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　ＧＰＳ制御部２０３は、ＧＰＳと通信制御部２０１を介して通信して現在位置（携帯端
末２００の現在位置）の位置情報としてＧＰＳ座標データ情報を取得する。この位置情報
は、所定の時間間隔で自動的に連続して常時取得することができ、また、所定の操作や処
理の際にその都度、例えば、位置情報取得要求の受信を契機にＧＰＳと通信して現在位置
の座標情報を取得することもできる。
【００４４】
　データ読み取り部２０４は、光学式コード読み取り手段であるスキャナ部２０５でスキ
ャンされたコードデータを読み取り、読み取られたコードデータをデジタル情報（納入場
所ＩＤ等の各種情報）に変換して記憶部２０８に記憶する。
【００４５】
　図４は、携帯端末２００に記憶される情報の一例を示す図である。配達員は、出荷拠点
で出荷依頼書のバーコードを読み込み、出荷依頼を受け付ける。具体的には、出荷依頼書
のバーコードから読み取った依頼Ｎｏに紐付く出荷依頼情報を納入管理サーバ１００から
取得し、出荷する荷物の依頼Ｎｏ、依頼主、お届け先、納入先住所、位置情報、納入場所
、納入場所ＩＤ、品目、数量等を含むデータを納入依頼情報として記憶部２０８に記憶す
る。この出荷依頼の受付処理は、制御部２０２によって実行される。
【００４６】
　表示部２０６は、液晶ディスプレイ等の表示装置であり、入力部２０７は、ボタン等の
操作入力装置である。なお、表示部２０６及び入力部２０７は、一体的に設けることがで
き、例えば、タッチパネル方式の表示・入力装置として構成することができる。
【００４７】
　図５は、本実施形態の誤納入防止方法（誤納入判定処理）を説明するための図である。
本実施形態では、上述のように、予め現地納入先に納入場所識別ラベルを設置しておく。
納入場所識別ラベルは、例えば、納入先管理情報を登録した際に、事前に納入場所ＩＤの
コードデータが印字されたシール（納入場所識別ラベル）を発行しておき、配達員や営業
員が現地に赴いて納入先の１つ又は複数の納入場所それぞれにシールを貼らせてもらうこ
とで、納入先現地の各納入場所に納入場所識別ラベルを設置することができる。また、出
荷依頼があった際に、納入先に対して事前に納入場所識別ラベルを送付し、納入先側で納
入場所ＩＤに対応する各納入場所（現地）に納入場所識別ラベルを設置してもらうように
してもよい。
【００４８】
　配達員は、納入先現地に到着すると、納入先現地に設置されている納入場所識別ラベル
（第３コードデータ）を携帯端末２００でスキャンする。続いて、配達員は、出荷依頼書
のバーコード（第１コードデータ）をスキャンする。携帯端末２００（制御部２０２）は
、納入場所識別ラベルのコードデータ又は出荷依頼書のバーコードの読み取り処理を契機
に、ＧＰＳ制御部２０３を通じて携帯端末２００（配達員）の現在位置を取得する。
【００４９】
　携帯端末２００は、読み取った出荷依頼書の依頼Ｎｏに対応する記憶部２０８に記憶さ
れている納入先住所に対応する位置情報と、納入先現地で取得した現在位置情報とのマッ
チング（第１マッチング処理）を行う。マッチングの結果、納入先住所に対応する位置情
報と現在位置とがマッチングしない場合は、携帯端末２００は、納入先が異なる旨の警告
処理を行うことができる。
【００５０】
　なお、第１マッチング処理では、納入先住所に対応する位置情報に対し、所定の許容範
囲を設定したマッチングを行うことができる。例えば、納入先住所に対応する位置情報と
して地図上に表示される敷地や建物の大きさに応じた許容範囲を設定し、配達員の現在位
置が、設定した納入先住所に対応する位置情報の許容範囲内にあれば、マッチングしてい
るものと判定するようにすることもできる。
【００５１】
　さらに携帯端末２００は、第１マッチング処理の結果、納入先住所に対応する位置情報
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と現在位置とがマッチングした場合、読み取った納入場所識別ラベルのコードデータ及び
出荷依頼書の依頼Ｎｏを用いて、出荷依頼書の依頼Ｎｏに対応する納入場所ＩＤと、納入
先現地の納入場所ＩＤとをマッチングする（第２マッチング処理）。第２マッチング処理
の結果、依頼Ｎｏに対応する納入場所ＩＤと納入先現地の納入場所ＩＤとがマッチングし
ない場合は、納入先が異なる旨の警告処理を行うことができる。
【００５２】
　第１マッチング処理及び第２マッチング処理の順序は任意であり、第２マッチング処理
を行ってから第１マッチング処理を行うようにしてもよい。また、第１マッチング処理及
び第２マッチング処理を、１つのマッチング処理として構成することができる。すなわち
、第１マッチング処理における位置情報と、第２マッチング処理における納入場所ＩＤと
をそれぞれ用いて、納入先現地に到着した配達員が読み取る出荷依頼書のバーコードの依
頼Ｎｏをキーに、記憶部２０８に記憶されている納入依頼情報と、ＧＰＳから取得した位
置情報及び納入先現地でスキャンした納入場所ＩＤをマッチングし、いずれか１つでも異
なる場合には、納入先が異なる旨の警告処理を行うことができる。
【００５３】
　納入先が異なる旨（誤納入）の警告処理としては、例えば、携帯端末２００は、表示部
２０６に所定の警告画面をポップアップ表示させたり、バイブレータ機能を動作させて携
帯端末２００を振動させることができ、携帯端末２００を介して配達員に誤納入の注意喚
起を行うことができる。
【００５４】
　なお、第１マッチング処理及び第２マッチング処理の結果は、通信制御部２０１を介し
て納入管理サーバ１００に伝送される。納入管理サーバ１００（納入管理部１２０２）は
、第１マッチング結果及び第２マッチング結果それぞれを受信し、納入先現地に到着した
配達員の納入状況を監視することができる。
【００５５】
　また、本実施形態では、出荷依頼書とは個別に当該出荷依頼に係る荷物に貼り付けられ
る荷札ラベル（荷札）の２次元バーコードを読み取った際にも、第１マッチング処理及び
第２マッチング処理を遂行して誤納入判定処理を行う。配達員は、携帯端末２００で出荷
依頼書のバーコードを読み込んだ際の誤納入判定処理がＯＫである場合、荷卸を行う。こ
のとき、配達員は、荷卸される各荷物の荷札ラベルそれぞれの２次元バーコードを読み取
る。携帯端末２００は、読み取られた荷札ラベルの２次元バーコードに含まれる依頼Ｎｏ
に対応する記憶部２０８に記憶されている納入先住所に対応する位置情報と、納入先現地
で取得した現在位置情報とのマッチング（第１マッチング処理）を行うとともに、第１マ
ッチング処理の結果、納入先住所に対応する位置情報と現在位置とがマッチングした場合
、読み取った納入場所識別ラベルのコードデータ及び荷札ラベルの２次元バーコードの依
頼Ｎｏを用いて、荷札ラベルの依頼Ｎｏに対応する納入場所ＩＤと、納入先現地の納入場
所ＩＤとをマッチングする第２マッチング処理を遂行する。
【００５６】
　携帯端末２００は、第１マッチング処理において納入先住所に対応する位置情報と現在
位置とがマッチングしない場合又は第２マッチング処理において依頼Ｎｏに対応する納入
場所ＩＤと納入先現地の納入場所ＩＤとがマッチングしない場合、納入先が異なる旨の警
告処理を行うことができる。荷卸の際の荷札ラベルを用いた第１マッチング処理及び第２
マッチング処理の結果は、通信制御部２０１を介して納入管理サーバ１００に伝送される
。
【００５７】
　本実施形態では、納入先現地に到着した際の出荷依頼書を用いたマッチング処理と、荷
卸の際の荷札ラベルを用いたマッチング処理を行い、誤納入を防止するようにしている。
つまり、出荷依頼書に基づいた現地到着の誤納入判定処理により、荷卸前に誤納入の注意
を促して納入作業の効率化を図ることができるとともに、荷札ラベルに基づいた荷卸の際
の誤納入判定処理により、各荷物が指定された納入場所に納入されていることを確認しな
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がらの荷卸となるので、誤納入を適切に防止することができる。
【００５８】
　図６は、本実施形態の納入場所識別ラベルの出力処理フローの一例を示す図である。納
入場所識別ラベルの発行は、操作端末３００からの入力指示等に基づいて行うことができ
る。このとき、納入先管理情報は、事前に登録されているものとする。
【００５９】
　納入管理サーバ１００（コードデータ生成部１２０３）は、納入先管理情報が登録され
た後に、納入場所識別ラベルの発行要求があると（Ｓ１０１）、記憶部１３０に記憶され
ている納入先毎の各納入場所ＩＤのコードデータ（２次元バーコード）を生成する（Ｓ１
０２）。納入場所ＩＤのコードデータには、納入場所ＩＤ以外の他の情報、例えば、納入
先ＩＤや納入先名称、位置情報等を含むように構成してもよい。
【００６０】
　納入管理サーバ１００（納入管理部１２０２）は、生成された納入場所ＩＤのコードデ
ータを印字装置３１０に出力し、印字装置３１０により所定のシールに納入場所ＩＤのコ
ードデータが印字された納入場所識別ラベルが作成される（Ｓ１０３）。
【００６１】
　図７は、本実施形態の出荷依頼書及び荷札ラベルの出力処理フローの一例を示す図であ
る。納入管理サーバ１００（出荷依頼管理部１２０１）は、ネットワークを介して又は所
定の画面を通じて出荷依頼を受け付ける（Ｓ２０１）。納入管理サーバ１００は、受信し
た出荷依頼データを記憶部１３０に記憶する（Ｓ２０２、図３（ａ）参照）。
【００６２】
　納入管理サーバ１００（コードデータ生成部１２０３）は、記憶部１３０に登録された
出荷依頼情報を用いて、各依頼Ｎｏ毎に出荷依頼書及び荷札ラベルに印字されるコードデ
ータを生成する（Ｓ２０３）。生成したコードデータは、記憶部１３０に保持することが
できる。
【００６３】
　納入管理サーバ１００（出荷依頼管理部１２０１）は、各依頼Ｎｏ毎に出荷依頼書及び
荷札ラベルに印字されるコードデータが生成されると、出荷拠点端末４１０に、当該コー
ドデータを含む出荷依頼情報を送信する（Ｓ２０４）。出荷拠点端末４１０は、コードデ
ータを含む出荷依頼情報を受信すると、印字装置４２０に対し、納入管理サーバ１００か
ら受信したコードデータ及び出荷依頼情報に基づく出荷依頼書及び荷札ラベルへの印字処
理を遂行させるように制御する（Ｓ２０５）。印字装置４２０は、予め作成されている出
荷依頼書及び荷札ラベルの各印字領域にコードデータ及び出荷依頼情報を印字する。
【００６４】
　図８は、本実施形態の出荷受付及び積荷における納入管理システムの処理フローの一例
を示す図である。
【００６５】
　図８に示すように、配達員は、出荷拠点で受け取る出荷依頼書のバーコードを読み込み
、出荷依頼を受け付ける。配達員が、スキャン部２０５を介して出荷依頼書のバーコード
をスキャンして、所定のボタンを押下すると、携帯端末２００は、出荷依頼書のバーコー
ドの読み取り処理又は配達員が所定のボタンを押下したことに伴い、納入管理サーバ１０
０に対して出荷依頼書の読み取ったバーコードに含まれる依頼Ｎｏを含む出荷依頼情報の
取得要求を納入管理サーバ１００に送信する（Ｓ３０１）。納入管理部１２０２は、取得
要求に含まれる依頼Ｎｏに紐付く出荷依頼情報を記憶部１３０から抽出して携帯端末２０
０に伝送する（Ｓ４０１）。携帯端末２００は、納入管理サーバ１００から伝送される出
荷依頼情報を当該バーコードに含まれる依頼Ｎｏ毎に納入依頼情報として記憶部２０８に
記憶する（Ｓ３０２）。
【００６６】
　続いて、配達員は、出荷依頼書のバーコードをスキャンして出荷依頼の受付処理を行っ
た後、輸送車両への荷物の積み込みを行う（Ｓ３０３）。このとき配達員は、積み込む各
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荷物に貼り付けられる荷札ラベルの２次元バーコードをスキャンしながら、輸送車両へ荷
物を積み込む。このとき、携帯端末２００は、読み取った荷札ラベルの２次元バーコード
に含まれる依頼Ｎｏを用いて記憶部２０８に記憶されている納入依頼情報とマッチングを
行い、記憶部２０８の納入依頼情報の依頼Ｎｏと異なる依頼Ｎｏを含む２次元バーコード
の荷物である場合には、例えば、出荷依頼書に対して間違った荷物を積荷しようとしてい
る旨の警告処理を実行することができる。携帯端末２００は、荷物の積み込み後の配達員
による所定のボタン押下を契機に、例えば、納入管理サーバ１００に対して荷物の積み込
み完了の旨の通知を送信することができる（Ｓ４０２）。
【００６７】
　納入管理サーバ１００は、ステップＳ４０２において通知を受信すると、図３（ｃ）に
示した納入管理情報のステータスを依頼Ｎｏ別に更新する（Ｓ４０３）。
【００６８】
　図９は、納入先での納入管理システムの処理フローの一例を示す図である。
【００６９】
　図９に示すように、配達員は、納入先現地に到着すると、納入先現地に設置されている
納入場所識別ラベルを携帯端末２００でスキャンし（Ｓ３０４）、さらに配達員は、出荷
依頼書のバーコードをスキャンする（Ｓ３０５）。携帯端末２００は、納入場所識別ラベ
ルのコードデータ又は出荷依頼書のバーコードを読み取ることを契機に、携帯端末２００
の現在位置を取得する（Ｓ３０６）。
【００７０】
　携帯端末２００は、読み取った出荷依頼書の依頼Ｎｏに対応する記憶部２０８に記憶さ
れている納入先住所に対応する位置情報と、納入先現地で取得した現在位置情報との第１
マッチング処理と、読み取った納入場所識別ラベルのコードデータ及び出荷依頼書の依頼
Ｎｏを用いて、出荷依頼書の依頼Ｎｏに対応する納入場所ＩＤと、納入先現地の納入場所
ＩＤとを第２マッチング処理を行い、誤納入判定処理を行う（Ｓ３０７）。
【００７１】
　携帯端末２００は、第１マッチング処理又は第２マッチング処理のいずれか一方におい
て判定結果がＮＧである場合（Ｓ３０８，ＹＥＳ）、すなわち、誤納入であると判別した
場合、納入先が異なる旨の警告処理を行う（Ｓ３０９）。このとき、携帯端末２００は、
判定結果（第１マッチング処理又は／及び第２マッチング処理の結果）を、通信制御部２
０１を介して納入管理サーバ１００に伝送する。納入管理サーバ１００は、携帯端末２０
０から判定結果を受信すると、納入先現地に到着した配達員の位置情報を所定の地図上に
表示したり、操作端末３００の表示装置に判定結果を表示する納入チェック処理を遂行す
る（Ｓ４０４）。
【００７２】
　次に、配達員は、携帯端末２００で出荷依頼書のバーコードを読み込んだ際の誤納入判
定処理がＯＫである場合（Ｓ３０８，ＮＯ）、荷卸を行う。配達員は、荷卸される各荷物
の荷札ラベルそれぞれの２次元コードを読み取る（Ｓ３１０）。携帯端末２００は、ステ
ップＳ３０８と同様に、読み取られた荷札ラベルの２次元バーコードに含まれる依頼Ｎｏ
に対応する記憶部２０８に記憶されている納入先住所に対応する位置情報と、納入先現地
で取得した現在位置情報との第１マッチング処理を行うとともに、読み取った納入場所識
別ラベルのコードデータ及び荷札ラベルの２次元バーコードの依頼Ｎｏを用いて、荷札ラ
ベルの依頼Ｎｏに対応する納入場所ＩＤと、納入先現地の納入場所ＩＤとをマッチングす
る第２マッチング処理を遂行して、誤納入判定処理を行う（Ｓ３１１）。
【００７３】
　携帯端末２００は、第１マッチング処理又は第２マッチング処理のいずれか一方におい
て判定結果がＮＧである場合（Ｓ３１１，ＹＥＳ）、納入先が異なる旨の警告処理を行う
（Ｓ３１２）。このときも携帯端末２００は、判定結果を通信制御部２０１を介して納入
管理サーバ１００に伝送する。納入管理サーバ１００は、ステップＳ４０４同様に、納入
チェック処理を遂行することができる（Ｓ４０５）。
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【００７４】
　配達員は、納入先現地で荷卸が終了すると、携帯端末２００から荷卸完了を入力し、納
入管理サーバ１００に荷卸完了通知を行う。具体的には、表示部２０６の荷卸完了ボタン
が操作されると、携帯端末２００は、依頼Ｎｏ等を含む荷卸完了メッセージを生成して、
納入管理サーバ１００に伝送する（Ｓ３１３）。納入管理サーバ１００は、荷卸完了メッ
セージを携帯端末２００から受信すると、依頼Ｎｏの紐付く納入管理情報における納入状
況のステータスを「完」に更新する（Ｓ４０６）。
【００７５】
　図１０は、本実施形態の変形例を示す図である。図１０は、携帯端末２００で行う誤納
入判定処理を納入管理サーバ１００で行う実施態様である。なお、図９と同様の処理につ
いては同符号を付して説明を省略する。
【００７６】
　図１０に示すように、配達員が納入先現地に到着した後、納入先現地に設置されている
納入場所識別ラベル及び出荷依頼書のバーコードをスキャンすると（Ｓ３０４，Ｓ３０５
）、携帯端末２００は、携帯端末２００の現在位置を取得する（Ｓ３０６）。
【００７７】
　携帯端末２００は、読み取った納入先現地の納入場所識別ラベルのコードデータ（納入
場所識別ＩＤ）、読み取った出荷依頼書の依頼Ｎｏ、及び現在位置情報を含む誤納入判定
要求メッセージを生成して、納入管理サーバ１００に伝送する（Ｓ３００１）。
【００７８】
　納入管理サーバ１００（納入管理部１２０２）は、記憶部１３０（出荷依頼情報）に記
憶されている納入先住所に対応する位置情報と、携帯端末２００から受信した納入先現地
で取得された現在位置情報との第１マッチング処理と、携帯端末２００から受信した納入
先現地の納入場所識別ラベルのコードデータ及び出荷依頼書の依頼Ｎｏを用いて、記憶部
１３０に記憶されている出荷依頼書の依頼Ｎｏに対応する納入場所ＩＤと、納入先現地の
納入場所ＩＤとの第２マッチング処理を行い、誤納入判定処理を行う（Ｓ４００１）。
【００７９】
　納入管理サーバ１００は、第１マッチング処理又は第２マッチング処理のいずれか一方
において判定がＮＧである場合には判定結果ＮＧを、両者とも判定がＯＫであれば判定結
果ＯＫを生成して、携帯端末２００に判定結果を送信する（Ｓ４００２）。携帯端末２０
０は、納入管理サーバ１００から判定結果を受信し、判定結果がＮＧであれば（Ｓ３００
２）、納入先が異なる旨の警告処理を行う（Ｓ３０９）。
【００８０】
　さらに、配達員が荷卸される各荷物の荷札ラベルそれぞれの２次元バーコードを読み取
ると（Ｓ３１０）、携帯端末２００は、ステップＳ３００１同様に、読み取った納入先現
地の納入場所識別ラベルのコードデータ（納入場所識別ＩＤ）、読み取った荷札ラベルの
２次元バーコードの依頼Ｎｏ、及び現在位置情報を含む誤納入判定要求メッセージを生成
して、納入管理サーバ１００に伝送する（Ｓ３００３）。
【００８１】
　納入管理サーバ１００（納入管理部１２０２）は、記憶部１３０に記憶されている納入
先住所に対応する位置情報と、携帯端末２００から受信した納入先現地で取得された現在
位置情報との第１マッチング処理と、携帯端末２００から受信した納入先現地の納入場所
識別ラベルのコードデータ及び荷札ラベルの依頼Ｎｏを用いて、記憶部１３０に記憶され
ている出荷依頼書の依頼Ｎｏに対応する納入場所ＩＤと、納入先現地の納入場所ＩＤとの
第２マッチング処理を行い、誤納入判定処理を行う（Ｓ４００３）。
【００８２】
　納入管理サーバ１００から携帯端末２００に判定結果が送信され（Ｓ４００２）、携帯
端末２００は、納入管理サーバ１００から判定結果を受信すると、判定結果ＮＧに応じて
（Ｓ３００４）、納入先が異なる旨の警告処理を行う（Ｓ３１２）。
【００８３】
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　図１０に示した変形例では、納入管理サーバ１００で誤納入判定処理が行われるので、
携帯端末２００での処理負担を低減できるとともに、処理結果に応じて配達員に適切な対
処を行うことができる。例えば、誤納入判定結果がＮＧである場合、依頼Ｎｏに対応する
正しい納入先情報を携帯端末２００に送信して配達員に注意と正しい納入先を知らせるこ
とができる。
【００８４】
　このように本実施形態の納入管理システム１は、納入先住所で特定される１つの納入先
に対して複数の納入場所がある場合でも、納入先現地の各納入場所に事前に設置されてい
る納入場所ＩＤ（納入場所識別ラベル）をスキャンして誤納入判定を行うので、配達員の
現在位置では判別し難い同じ住所や同じエリア、同じ建物等に複数の納入場所がある納入
先に対して誤納入を適切に防止することができる。
【００８５】
　なお、本実施形態では、納入先住所に対応する位置情報と配達員の現在位置とを用いた
第１マッチング処理と、納入先現地に到着した配達員が読み取る納入場所識別ラベルを用
いた第２マッチング処理との２つのマッチング処理を行っているが、これに限るものでは
ない。
【００８６】
　例えば、第１マッチング処理を省略して第２マッチング処理のみを行う誤納入判定処理
であってもよい。この場合であっても、出荷依頼書の依頼Ｎｏに対応する納入場所ＩＤと
、納入先現地で実際にスキャンした納入場所ＩＤとをマッチングすることで、１つの納入
先における複数の納入場所それぞれを識別して誤納入を判定でき、配達員の現在位置では
判別し難い同じ住所や同じエリア、同じ建物等に複数の納入場所がある納入先に対して誤
納入を適切に防止することができる。
【００８７】
（第２実施形態）
　図１１から図１３は、第２実施形態を示す図である。図１１に示すように、上述した第
１実施形態の納入管理システム１に対し、荷物を運搬する車両の走行ルートを管理するル
ート管理部１２０４が追加されている。なお、本実施形態の納入管理システム１の構成及
び処理については、上記第１実施形態と相違する点を中心に説明し、同様の点については
同符号を付して説明を省略する。
【００８８】
　ルート管理部１２０４は、携帯端末２００から所定の時間間隔で受信する位置情報に基
づいて、荷物を運搬する車両の走行ルートを管理する。例えば、ルート管理部１２０４は
、予め設定された走行ルートと携帯端末２００から送信される位置情報とをマッチングし
、荷物を積載した車両の走行ルートが予め設定された走行ルートと異なる場合、携帯端末
２００に走行ルートが違う旨の警告処理を行うことができる。
【００８９】
　図１２は、納入先までの予め設定された走行ルートと、携帯端末２００を携帯する配達
員の車両走行中の現在位置とを表示した表示画面の一例である。この表示画面は、例えば
、操作端末３００の表示装置に表示することができる。操作端末３００への表示画面の表
示制御は、ルート管理部１２０４によって実行される。
【００９０】
　図１３は、出荷拠点で荷物を積み込んで納入先に向かって出発した後の納入管理システ
ム１の処理フローを示す図である。
【００９１】
　図１３に示すように、ステップＳ３０１～Ｓ３０３を経た後に、配達員（車両）は、納
入先に向けて出発する（Ｓ５０１）。配達員は、出荷拠点から納入先への出発に際して、
例えば携帯端末２００から出発ボタンを選択することができ、納入管理サーバ１００は、
携帯端末２００から送信される出発ボタンが選択された旨のメッセージを受信して走行ル
ート判定処理を遂行（開始）することができる。
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【００９２】
　携帯端末２００は、出発ボタンが選択された後、所定の時間間隔でＧＰＳ制御部２０３
を介して現在位置情報を取得し、記憶部２０８に記憶されている出荷依頼に対応する依頼
Ｎｏと取得した位置情報とを、納入管理サーバ１００に伝送する（Ｓ５０２）。
【００９３】
　納入管理サーバ１００では、依頼Ｎｏ及び携帯端末２００の現在位置情報を受信すると
、例えば、図１２の実線で示す予め設定された正規走行ルートと配達員の現在位置とがマ
ッチングするか否かを判別する（Ｓ７０１）。正規走行ルートは、出荷拠点から納入先ま
での予め決められた経路であり、正規走行ルート上の位置情報は、電子地図データ等から
予め又はリアルタイムに取得することができる。正規走行ルートに関する情報は、記憶部
１３０に記憶しておくことができる。
【００９４】
　例えば、納入管理サーバ１００は、携帯端末２００の現在位置が電子地図データのどの
位置に該当するかを判別し、該当した位置が予め設定された正規走行ルートに含まれるか
否かを判別することで、携帯端末２００の現在位置が正規走行ルートから外れていないか
を判別することができる。
【００９５】
　納入管理サーバ１００は、携帯端末２００（走行中の車両）の現在位置が正規走行ルー
ト上に含まれるか否かを判別し（Ｓ７０２）、正規走行ルートに携帯端末２００が位置し
ていない場合、ステップＳ７０３に進んで、携帯端末２００に走行ルートが違う旨の警告
メッセージを伝送する。携帯端末２００は、警告メッセージを受信すると、表示部２０６
に警告メッセージをポップアップ表示する警告処理を行うことができる（Ｓ５０３）。
【００９６】
　図１２の例において、点線で示す走行ルートに車両が位置している場合、納入管理サー
バ１００は、正規走行ルート以外の走行ルートを走行して納入先に向かっている旨の警告
メッセージを携帯端末２００に伝送することができる。携帯端末２００の表示部２０６に
警告メッセージを表示する処理に加えて又は代えて、警告音を不図示のスピーカーから出
力するようにしてもよい。
【００９７】
　このように本実施形態では、納入先へ向かう配達員の車両の走行ルートを含む納入管理
を行うことができ、誤納入をより適切に防止することができる。例えば、予め設定された
納入先への走行ルートと異なる走行ルートで納入先へ向かう場合に、誤納入を予備的に警
告することで、配達員に誤納入の注意喚起を行うことができる。
【００９８】
　さらに、出荷依頼のあった荷物が危険物である場合、危険物積載車両の納入先までの走
行ルートを適切に管理することができる。危険物とは、例えば、ガソリン、石油、薬品等
の消防法で規定されるものである。
【００９９】
　危険物積載車両は、通行が禁止される道路が予め決められていたり、事前に走行ルート
を申請しなければならないなどの規制がある。本実施形態では、予め設定された走行ルー
トで納入先までの運搬を適切に管理できるので、誤納入の防止と共に規制に従った納入管
理を行うことができる。
【０１００】
　一方、危険物積載車両が、複数の異なる危険物を積載するタンクローリー車両である場
合、上記第１実施形態を適用した納入管理を行うこともできる。具体的には、納入先の貯
蔵タンクの各投入口に納入場所識別ラベルを予め設置しておき、タンクローリー車両の危
険物毎に異なる排出口に、荷札ラベルに相当する排出口ラベルを設置しておく。配達員は
、車両の排出口ラベルを携帯端末２００で読み取ると共に納入先貯蔵タンクの投入口に設
置された納入場所識別ラベルを読み取ることで、車両の複数の排出口と納入先貯蔵タンク
の投入口とをマッチングして、誤納入を防止することができる。
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【０１０１】
　特に、納入先の貯蔵タンクの各投入口に設置される納入場所識別ラベルは、単に車両の
排出口と納入先貯蔵タンクの投入口を危険物の種別に応じてマッチングさせるためのもの
、例えば、ガソリン用の排出口と投入口とをマッチングさせるための情報ではなく、納入
先に設けられた複数の投入口毎の納入場所識別ＩＤとして使用することができる。
【０１０２】
　つまり、単に車両の排出口と納入先貯蔵タンクの投入口とをマッチングするためだけで
は、納入場所の識別を行っていないため、誤納入を適切に防止できないが、上記第１実施
形態を適用すると、納入先に設けられた複数の投入口毎に納入場所識別ＩＤが割り当てら
れ、納入場所（投入口）を個別に識別することができるので、誤納入の防止と共に、危険
物等の安全な納入管理を行うことができる。
【０１０３】
　以上、上記実施形態の納入管理システム１では、出荷依頼管理部１２０１及びコードデ
ータ生成部１２０３を含む納入管理全般を行うシステムとして説明したが、例えば、出荷
依頼情報の登録、コードデータの生成処理（出荷依頼管理部１２０１及びコードデータ生
成部１２０３）と、納入管理（納入管理部１２０２）とを個別のサーバ装置で構成した納
入管理システム１とすることもできる。この場合、納入管理を行うサーバ装置は、納入管
理システム１に付加される、出荷依頼のあった荷物の追跡管理システムとして構成するこ
とができる。
【０１０４】
　また、納入管理システム１は、依頼主端末４００からネットワークを介して直接出荷依
頼データを受信しているが、これに限りものではない。例えば、依頼主端末４００と出荷
拠点の出荷拠点端末４１０とをネットワークで接続し、依頼主端末４００から入力された
出荷依頼データを出荷拠点端末４１０を介して納入管理システム１に伝送するように構成
することができる。また、出荷拠点端末４１０が、納入管理サーバ１００のコードデータ
生成部１２０３を備えるようにしてもよい。つまり、納入管理サーバ１００では、図３で
示した各情報を記憶部１３０しておくことで、携帯端末２００との間での納入管理を行う
ことができ、納入管理サーバ１００がコードデータ生成部１２０３を備えない構成とする
こともできる。
【０１０５】
　また、納入管理情報における出荷状況及び／又は納入状況や走行中の車両の位置情報（
走行ルート）は、依頼主端末４００に提供することができる。納入管理サーバ１００は、
依頼主端末４００に所定の画面を通じた出荷状況等の表示制御を実行することができる。
【０１０６】
　また、携帯端末２００の各処理は、コンピュータで実行可能なプログラムとして実現す
ることも可能であり、当該プログラムがインストールされたコンピュータは、実施形態に
係る各処理を遂行する携帯端末として動作することが可能である。例えば、不図示の記憶
装置に当該プログラムが格納され、ＣＰＵ等の制御部が記憶装置に格納されたプログラム
を読み出し、読み出された当該プログラムを制御部が実行し、携帯端末に実施形態に係る
各処理を動作させることができる。納入管理サーバ１００も同様である。
【０１０７】
　また、上記プログラムは、コンピュータ読取可能な記録媒体に記録された状態で、コン
ピュータに適用することも可能であり、インターネット等のネットワークを通じてコンピ
ュータにダウンロードすることも可能である。コンピュータ読取可能な記録媒体としては
、ＣＤ－ＲＯＭ等の光ディスク、ＤＶＤ－ＲＯＭ等の相変化型光ディスク、ＭＯ（Magnet
 Optical）やＭＤ(Mini Disk)などの光磁気ディスク、フロッピー（登録商標）ディスク
やリムーバブルハードディスクなどの磁気ディスク、コンパクトフラッシュ（登録商標）
、スマートメディア、ＳＤメモリカード、メモリスティック等のメモリカードが挙げられ
る。また、特別に設計されて構成された集積回路（ＩＣチップ等）等のハードウェア装置
も記録媒体として含まれる。
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【符号の説明】
【０１０８】
１　　　　納入管理システム
１００　　納入管理サーバ
１１０　　通信制御部
１２０　　制御部（ＣＰＵ）
１２０１　出荷依頼管理部
１２０２　納入管理部
１２０３　コードデータ生成部
１３０　　記憶部
２００　　携帯端末
２０１　　通信制御部
２０２　　制御部
２０３　　ＧＰＳ制御部
２０４　　データ読み取り部
２０５　　スキャナ部
２０６　　表示部
２０７　　入力部
２０８　　記憶部
３００　　操作端末
３１０　　印字装置
４００　　依頼主端末
４１０　　出荷拠点端末
４２０　　印字装置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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